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は

じ

め

に

か
つ
て
陳
寅
俗
氏
は
東
晋
の
国
家
儀
礼
が
曹
貌
・
西
晋
の
伝
統
を
継
承
し
、
そ
う
し
た
伝
統
が
南
朝
を
へ
て
中
国
を
再
統
一
し
た
惰
唐
に

還
流
す
る
と
い
う
淵
源
論
を
提
唱
さ
れ
た
（
1

）O

こ
う
し
た
見
方
は
後
の
研
究
者
に
も
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
、
た
と
え
ば
貴
族
制
の
方
面
で

は
中
原
の
先
進
文
化
こ
そ
が
江
南
貴
族
制
の
本
質
で
あ
っ
て
そ
の
最
盛
期
は
や
は
り
東
晋
で
あ
る
と
さ
れ
（
2

）
、
ま
た
礼
制
に
関
す
る
方
面
で

は
東
亜
日
が
異
様
な
ほ
ど
礼
制
に
関
心
を
は
ら
い
西
晋
ま
で
に
継
承
さ
れ
た
漢
貌
文
化
を
「
純
粋
培
養
」
せ
ん
と
し
た
と
す
る
見
解
が
出
さ
れ

て
い
る

3
0
し
か
し
、
筆
者
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
理
由
か
ら
、
従
来
の
東
晋
南
朝
の
国
家
儀
礼
に
関
す
る
理
解
に
は
い
ま
だ
不
十
分
な

点
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

理
由
の
一
は
、
中
原
恢
復
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
東
晋
は
永
嘉
の
乱
に
よ
り
大
量
の
漢
族
が
中
原
か
ら
江
南
へ
避

難
し
て
成
立
し
た
亡
命
政
権
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の
政
治
的
目
標
は
故
地
で
あ
る
中
原
の
恢
復
で
あ
っ
た
。
『
晋
書
』
巻
一
九
礼
志
上
に
、

そ
の
初
代
皇
帝
で
あ
る
元
帝
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

元
帝
渡
江
、
太
興
二
年
始
め
て
郊
杷
を
立
つ
る
の
儀
を
議
す
。
尚
書
令
司
協
・
園
子
祭
酒
社
夷
議
す
ら
く
、
宜
し
く
洛
邑
に
旋
都

東
普
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て
郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た
（
戸
川
）
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東
洋
史
論
集
四
二

す
る
を
須
ち
て
乃
ち
之
を
修
む
べ
し
、
と
。
（
元
帝
渡
江
、
太
興
二
年
始
議
立
郊
杷
儀
。
尚
書
令
弓
協
・
園
子
祭
酒
杜
夷
議
、
宜
須
旋

都
洛
邑
乃
修
之
。
）

と
あ
り
、
皇
帝
が
天
を
ま
つ
る
南
郊
の
建
設
に
つ
い
て
、
当
時
、
礼
学
に
詳
し
い
と
さ
れ
て
い
た
尚
書
令
の
弓
協
お
よ
び
因
子
祭
酒
の
杜
夷

が
と
も
に
中
原
恢
復
ま
で
控
え
る
べ
し
と
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
結
局
、
南
郊
は
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、

右
は
そ
う
し
た
彼
ら
が
朝
議
と
い
う
公
の
場
で
建
康
に
南
郊
を
建
設
す
べ
き
で
な
い
と
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
南
郊
紘
一
小
天
が
も
っ

と
も
重
要
な
国
家
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

Z
、
そ
の
建
設
で
さ
え
弓
協
、
杜
夷
の
よ
う
な
礼
学
家
か
ら
反
対
す

る
声
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
よ
り
下
位
に
あ
る
儀
礼
に
つ
い
て
も
同
様
の
状
況
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
う
し
た
中
原
恢
復
ま
で

国
家
儀
礼
の
整
備
を
控
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
は
、
江
南
政
権
に
お
い
て
い
つ
頃
ま
で
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
り
に
そ
れ
が
元
帝
の

と
き
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
冒
頭
に
掲
げ
た
先
行
研
究
に
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
江
南
政
権
に
お
け
る
国
家
儀
礼
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
と
く
に
雅
楽
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
を
行
い
た
い
。
雅
楽

と
は
宗
廟
、
郊
杷
と
い
っ
た
国
家
儀
礼
に
お
い
て
鍾
磐
を
と
も
な
い
演
奏
さ
れ
た
音
楽
を
指
す
が
、
従
来
、
礼
楽
と
並
称
さ
れ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
家
儀
礼
の
分
析
に
「
楽
」
す
な
わ
ち
雅
楽
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
雅
楽
に
つ
い
て
は
近
年
、
渡
辺
信
一

郎
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
が
存
在
す
る
が

5
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
重
要
性
に
関
し
て
は
い
ま
だ
広
く
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
う
し
た
雅
楽
を
あ
わ
せ
考
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
国
家
儀
礼
の
実
態
追

究
に
迫
れ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

理
由
の
二
は
、
江
南
政
権
の
国
家
儀
礼
に
お
い
て
劉
宋
孝
武
帝
期
、
、
梁
武
帝
期
の
も
つ
意
義
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
筆
者
が
明

ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
江
南
政
権
に
お
い
て
国
家
儀
礼
が
本
格
的
に
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
東
晋
成
立
か
ら
ほ
ぼ
百
五
十
年
を
へ

た
劉
宋
孝
武
帝
の
と
き
か
ら
で
あ
る

5
。
帝
は
父
で
あ
る
文
帝
が
元
嘉
二
十
七
年
（
四
五

O
）
の
北
伐
に
失
敗
し
、
中
原
恢
復
の
可
能
性
が

極
め
て
低
く
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
国
家
儀
礼
の
抜
本
的
改
革
を
断
行
し
、
当
時
は
い
ま
だ
辺
境
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
建
康
を
格

陽
に
代
わ
る
新
た
な
天
下
の
中
心
に
せ
ん
と
し
た
。
そ
の
際
、
孝
武
帝
は
後
述
す
る
宗
廟
、
南
郊
（
以
下
、
本
稿
で
は
両
者
を
あ
わ
せ
て
郊
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廟
儀
礼
と
よ
ぶ
）
で
演
奏
さ
れ
る
雅
楽
の
改
革
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
で
は
こ
う
し
た
雅
楽
改
革
は
天
監
の
治
で
著
名
な
梁
武
帝
期
に
至

っ
て
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
う
し
た
劉
宋
孝
武
帝
、
梁
武
帝
に
よ
る
施
策
は
、
当
時
の
江
南
政
権
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
問
題
関
心
か
ら
、
本
稿
は
江
南
政
権
の
雅
楽
に
つ
い
て
、
東
晋
に
お
け
る
中
原
恢
復
と
郊
廟
儀
礼
と
の
関
係
、
劉
宋
孝
武
帝
の
雅

楽
改
革
、
梁
武
帝
の
十
二
雅
と
い
っ
た
点
か
ら
考
察
し
、
以
て
当
該
時
代
の
雅
楽
が
中
国
王
朝
の
王
権
に
と
っ
て
如
何
な
る
歴
史
的
役
割
を

果
た
し
た
の
か
を
解
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

東

晋

に

お

け

る

中

原

恢

復

と

郊

廟

儀

礼

本
節
で
は
東
晋
が
故
地
で
あ
る
中
原
の
恢
復
ま
で
郊
廟
儀
礼
の
整
備
を
控
え
る
べ
し
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
雅
楽
の
概
要
を
も
紹
介
し

つ
つ
述
べ
る
。

ま
ず
論
の
展
開
の
都
合
上
、
東
晋
の
国
家
儀
礼
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
『
亜
日
書
』
巻
一
六
律
暦
志
上
に
、

元
帝
南
遷
す
る
に
及
び
、
皇
度
草
昧
に
し
て
、
櫨
容
楽
器
、
地
を
掃
ひ
て
皆
な
蓋
く
。
精
く
採
擦
を
加
ふ
と
雄
も
、
市
も
論
膏
す
る

所
多
く
、
恭
・
安
に
終
は
る
ま
で
、
寛
に
備
ふ
る
こ
と
能
は
ず
。
（
及
元
帝
南
遷
、
皇
度
草
昧
、
櫨
容
楽
器
、
掃
地
皆
蓋
。
錐
棺
加
採

援
、
而
多
所
論
疋
円
、
終
子
恭
・
安
、
克
不
能
備
。
）

と
あ
り
、
西
晋
末
の
混
乱
に
よ
っ
て
東
晋
初
代
の
元
帝
の
と
き
す
で
に
「
躍
容
楽
器
」
が
み
な
尽
き
た
こ
と
、
そ
の
後
、
王
朝
末
期
の
安
帝
、

恭
帝
（
7

）
に
至
っ
て
も
未
だ
礼
楽
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
『
宋
書
』
巻
一
四
礼
志
一
に
、
劉
宋
明
帝
の
泰
始
五
年
（
四
六
九
）
に
お
け
る
有
司
の
上
奏
を
載
せ
て
、

音
氏
江
左
、
種
物
多
く
闘
く
。
（
音
氏
江
左
、
稽
物
多
開
。
）

と
あ
り
、
東
晋
に
お
い
て
「
躍
物
多
く
開
く
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
宋
書
』
巻
一
四
礼
志
一
に
、

東
晋
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て
｜
郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た
（
戸
川
）
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東
洋
史
論
集
四
二

太
元
十
七
年
（
一
二
九
二
）
（
B

）
の
李
遼
に
よ
る
上
表
を
載
せ
て
、

中
華
津
波
、
闘
里
荒
接
し
て
よ
り
、
先
王
の
津
寝
み
、
聖
賢
の
風
絶
つ
。
此
よ
り
今
ま
に
迄
る
ま
で
、
特
に
百
年
に
及
ば
ん
と
す
。

造
化
に
霊
有
り
、
否
終
は
る
に
泰
を
以
て
し
、
河
・
済
夷
徒
し
、
海
・
岱
清
通
し
、
家
庶
蘇
を
蒙
り
、
見
藻
奮
化
す
。
市
る
に
典

訓
敷
か
ず
、
雅
・
煩
寂
蔑
に
し
て
、
久
凋
の
俗
、
大
弊
未
だ
改
ま
ら
ず
。
（
自
中
華
浬
浪
、
闘
里
荒
段
、
先
王
之
津
履
、
聖
賢
之
風

絶
。
白
此
迄
今
、
将
及
百
年
。
造
化
有
霊
、
否
終
以
泰
、
河
・
済
夷
徒
、
海
・
岱
清
通
、
家
庶
蒙
蘇
、
島
藻
奮
化
。
市
典
訓
弗
敷
、
雅

・
煩
寂
蔑
、
久
凋
之
俗
、
大
弊
未
改
。
）

と
あ
り
、
西
晋
末
の
混
乱
か
ら
百
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
の
に
未
だ
「
雅
・
煩
寂
蔑
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
雅

・
煩
」
と
は
『
詩
経
』
の
中
の
分
類
で
そ
れ
ぞ
れ
朝
廷
の
音
楽
、
宗
廟
の
楽
歌
の
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
が
「
寂
蔑
」
で
あ
っ
た
と
い

う
右
の
記
事
は
当
時
、
国
家
儀
礼
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
の
一
端
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
の
背
景
に
は
、
故
地
で
あ
る
中
原
の
恢
復
ま
で
国
家
儀
礼
の
整
備
を
控
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
が
存
在
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
『
宋

書
』
巻
一
四
礼
志
一
に
、
建
武
元
年
（
一
一
二
七
）
の
戴
遡
に
よ
る
上
表
を
載
せ
て
、

今
ま
或
ひ
と
以
ら
く
、
天
下
未
だ
査
な
ら
ず
、
鵡
島
ナ
を
興
す
の
時
に
非
ず
、
と
。
此
の
言
是
に
似
る
も
非
な
り
。
夫
れ
儒
道
深
奥
、

倉
卒
に
し
て
成
る
べ
か
ら
ず
。
古
の
俊
V
八
、
必
ず
三
年
に
し
て
一
一
経
に
通
ず
。
定
賊
清
夷
し
、
天
下
平
泰
な
る
を
須
つ
に
比
び
、
然

る
後
之
を
修
む
れ
ば
、
則
ち
功
成
り
事
定
ま
る
も
、
誰
か
血
〈
に
曜
を
制
し
柴
を
作
る
者
あ
ら
ん
や
。
（
今
或
以
、
天
下
未
章
、
非
興
曜

皐
之
時
，
此
言
似
是
而
非
。
夫
儒
道
深
奥
、
不
可
倉
卒
而
成
、
古
之
俊
父
、
必
三
年
而
通
一
一
経
。
比
須
冠
賊
清
夷
、
天
下
平
泰
、
然
後

修
之
、
則
功
成
事
定
、
誰
血
〈
制
曜
作
染
者
哉
。
）

と
あ
り
、
当
時
、
中
原
恢
復
を
果
た
す
ま
で
は
「
種
目
尚
子
」
を
復
興
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
意
見
が
存
在
し
た
こ
と
、
こ
れ
に
戴
遡
が
反
対
し

た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
彼
が
「
躍
を
制
し
梁
を
作
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
史
料
中
の
「
槽
且
子
」
は
礼
だ
け
で

な
く
楽
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
『
宋
書
』
巻
一
六
礼
志
＝
一
に
、
太
元
十
二
年
（
三
八
七
）
、
明
堂
の
建
設
に

つ
い
て
朝
議
を
行
っ
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
、
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詔
し
て
日
は
く
、
：
：
：
太
租
虚
位
に
し
て
、
明
堂
未
だ
建
た
ず
。
：
：
：
便
ち
詳
議
す
べ
し
、
と
。
：
：
：
吏
部
郎
王
枕
議
す
ら
く
、
明

堂
は
天
に
則
り
地
に
象
る
、
儀
観
の
大
な
る
も
の
な
り
。
宜
し
く
皇
居
奮
に
反
る
を
侠
ち
て
、
然
る
後
之
を
修
む
べ
し
、
と
。
標
騎

将
軍
曾
稽
王
司
馬
道
子
・
尚
書
令
謝
石
の
意
枕
の
議
に
同
じ
。
是
に
於
い
て
奉
行
す
る
も
一
に
改
む
る
所
無
し
。
（
吏
部
郎
王
枕
議
、

明
堂
則
天
象
地
、
儀
観
之
大
。
宜
侯
皇
居
反
奮
、
然
後
修
之
。
牒
騎
将
軍
命
日
稽
王
司
馬
道
子
・
尚
書
令
謝
石
意
向
枕
議
。
於
是
奉
行
一

無
所
改
。
）

と
あ
り
、
吏
部
郎
の
王
枕
が
西
晋
の
都
で
あ
る
洛
陽
を
奪
回
し
て
か
ら
こ
れ
を
建
設
す
べ
し
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
意
見
に

東
晋
孝
武
帝
の
弟
で
あ
る
司
馬
道
子
、
謝
安
の
弟
で
あ
る
謝
石
と
い
っ
た
当
時
の
重
臣
た
ち
も
賛
成
し
、
結
局
二
に
改
む
る
所
無
し
」
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
や
は
り
こ
の
と
き
に
お
い
て
も
中
原
恢
復
ま
で
国
家
儀
礼
を
整
備
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
者
は
政
権
内
に
お
い
て
決
し

て
少
数
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
国
家
儀
礼
の
継
承
は
書
物
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
の
み
で
は
決
し
て
十
分
と
い
え
ず
、
そ
れ
を
再
現
す
る
た
め
の
実
演
・
実
見
と
い

っ
た
経
験
を
へ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
江
南
政
権
で
は
次
節
に
み
る
劉
宋
孝
武
帝
期
を
待
っ
て
本
格
的
な
儀
礼
整
備
が
行
わ

れ
る
だ
け
に
、
東
晋
成
立
か
ら
ほ
ぼ
百
五
十
年
間
に
わ
た
っ
て
そ
う
し
た
経
験
に
よ
る
継
承
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
過
程

で
忘
却
さ
れ
る
中
原
の
伝
統
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
具
体
的
な
国
家
儀
礼
た
と
え
ば
宗
廟
、
南
郊
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
の
点
に
つ
い

て
雅
楽
に
注
目
し
て
見
て
み
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
雅
楽
は
郊
廟
儀
礼
の
挙
行
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
如
何
な
る
状
態
に
あ
っ
た
か

は
当
時
、
儀
礼
の
整
備
が
ど
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
た
か
を
示
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

『
宋
書
』
巻
一
九
楽
志
一
に
、
東
晋
初
め
に
宗
廟
を
建
て
る
際
、
雅
楽
を
つ
く
ら
ん
と
し
た
際
の
こ
と
を
載
せ
て
、

江
左
の
初
め
宗
廟
を
立
つ
る
に
至
り
、
尚
書
太
常
に
祭
記
に
用
ふ
る
所
の
柴
名
を
下
す
。
太
常
賀
循
答
へ
て
云
へ
ら
く
、
：
：
：
喪
乱

に
遭
離
し
、
奮
典
存
せ
ず
。
：
：
：
音
韻
の
曲
折
、
又
た
識
る
者
無
く
、
則
ち
今
に
於
い
て
意
を
以
て
言
ひ
難
し
、
と
。
（
至
江
左
初
立

宗
廟
、
尚
書
下
太
常
祭
杷
所
用
柴
名
。
太
常
賀
循
答
云
、
：
：
：
遭
離
喪
乱
、
蓄
典
不
存
。
：
：
：
音
韻
曲
折
、
又
無
識
者
、
則
於
今
難
以

東
豆
田
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て
｜
郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た
（
戸
川
）
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音山一一一一口。）

と
あ
り
、
当
時
、
太
常
で
あ
っ
た
賀
循
が
西
晋
末
の
混
乱
に
よ
り
「
蕎
典
存
せ
ず
」
、
「
音
韻
の
曲
折
、
又
た
識
る
者
無
し
」
と
い
う
状
況

で
あ
っ
た
た
め
、
尚
書
か
ら
の
下
問
に
答
え
難
い
と
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
と
き
宗
廟
雅
楽
は
つ
く
ら
れ
ず
、
そ
の

後
、
東
晋
後
半
に
至
っ
て
よ
う
や
く
登
歌
が
つ
く
ら
れ
た
。

登
歌
と
は
祖
先
の
功
徳
を
讃
え
る
歌
の
こ
と
で
あ
り
、
宗
廟
儀
礼
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
東
晋
で
は
こ
の
他
に
正
徳
・
大
予
と

よ
ば
れ
る
宗
廟
の
舞
楽
も
存
在
し
た
が
、
た
だ
し
、
右
は
東
晋
の
雅
楽
が
完
成
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
漢

書
』
巻
二
二
礼
楽
志
に
、
前
漢
高
祖
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

叔
孫
通
秦
の
楽
人
に
因
り
て
宗
廟
の
梁
を
制
す
。
大
祝
紳
を
廟
円
に
迎
へ
、
嘉
至
を
奏
す
、
猶
ほ
古
の
降
紳
の
柴
の
ご
と
き
な
り
。

皇
帝
廟
門
に
入
り
、
永
至
を
奏
し
、
以
て
行
歩
の
節
と
矯
す
、
猶
ほ
古
の
采
替
・
臨
時
夏
の
ご
と
き
な
り
。
乾
豆
上
ら
れ
、
登
歌
を
奏

し
、
濁
り
歌
を
上
る
の
み
に
し
て
、
莞
弦
を
以
て
人
聾
を
乱
さ
ず
、
位
に
在
る
者
編
く
之
を
聞
か
ん
と
欲
す
、
猶
ほ
古
の
清
廟
の
歌

の
ご
と
き
な
り
。
登
歌
再
終
し
、
下
り
て
休
成
の
柴
を
奏
す
、
紳
明
既
に
饗
く
る
を
美
ぶ
な
り
。
皇
帝
酒
に
東
府
に
就
き
、
坐
定

ま
り
、
永
安
の
梁
を
奏
す
、
躍
巴
に
成
る
を
美
ぶ
な
り
。
（
叔
孫
通
因
秦
楽
人
制
宗
廟
柴
。
大
祝
迎
紳
子
廟
門
、
奏
嘉
至
、
猶
古
降
一
押

之
柴
也
。
皇
帝
入
廟
円
、
奏
永
至
、
以
矯
行
歩
之
節
、
猶
古
采
替
・
時
昨
夏
也
。
乾
豆
上
、
奏
登
歌
、
濁
上
歌
、
不
以
莞
弦
蹴
人
替
、
欲

在
位
者
循
聞
之
、
猶
古
清
廟
之
歌
也
。
登
歌
再
終
、
下
奏
休
成
之
楽
、
美
紳
明
既
饗
也
。
皇
帝
就
酒
東
府
、
坐
定
、
奏
永
安
之
楽
、
美

槽
巳
成
也
。
）

と
あ
り
、
叔
孫
通
が
宗
廟
儀
礼
の
各
場
面
に
お
い
て
如
何
な
る
歌
曲
を
演
奏
す
る
の
か
を
定
め
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
史
料
に
は
供

物
を
そ
な
え
る
乾
豆
上
の
と
き
の
登
歌
以
外
に
、
祖
先
の
魂
よ
び
を
す
る
迎
神
、
皇
帝
が
入
場
す
る
皇
帝
入
廟
門
、
祖
先
を
饗
応
す
る
饗
神
、

儀
式
の
成
功
を
い
わ
う
皇
帝
就
酒
東
府
な
ど
の
各
場
面
に
お
い
て
、
嘉
至
、
永
至
、
休
成
、
永
安
と
い
っ
た
歌
曲
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
前
漢
で
は
武
徳
・
昭
徳
な
ど
の
舞
楽
も
存
在
し
た

2
。
右
の
ご
と
く
、
宗
廟
儀
礼
で
は
登
歌
、
舞
楽
以
外
に
こ
う

し
た
嘉
至
以
下
の
歌
曲
が
不
可
欠
と
な
る
。
か
か
る
宗
廟
雅
楽
の
あ
り
方
は
漢
の
後
の
曹
貌
、
西
晋
に
も
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が

5
、
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そ
う
し
た
前
王
朝
の
事
例
と
比
較
し
た
際
、
嘉
至
以
下
の
歌
曲
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
東
晋
の
宗
廟
雅
楽
は
い
ま
だ
そ
の
完
成
に
ほ
ど
遠

い
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
よ
う
。

一
方
、
南
郊
の
雅
楽
は
西
晋
の
伝
統
の
継
承
と
い
う
点
か
ら
み
た
際
、
さ
ら
に
深
刻
な
状
況
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
『
漢
書
』
巻
二
二
礼

楽
志
に
、
練
時
日
一
、
帝
臨
二
、
青
陽
三
、
朱
明
四
、
西
顛
玉
、
玄
冥
六
、
惟
泰
元
七
、
天
地
八
、
日
出
入
九
、
天
馬
十
、
天
門
十
一
、
景

星
十
二
、
斉
一
男
十
一
ニ
、
后
皇
十
四
、
華
煙
煙
十
五
、
五
神
十
六
、
朝
臨
首
十
七
、
象
載
職
十
八
、
赤
較
十
九
か
ら
な
る
前
漢
郊
記
の
楽
曲
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
部
で
十
九
章
で
あ
っ
た
が
、
後
漢
で
は
『
続
漢
書
』
志
七
祭
把
志
上
に
、
郊
杷
に
お
け
る
歌
曲
に
つ
い
て
、

凡
そ
柴
青
陽
・
朱
明
・
西
蛤
・
玄
冥
を
奏
す
。
（
凡
柴
奏
青
陽
・
朱
明
・
西
陪
・
玄
冥
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
う
ち
三
か
ら
六
、
す
な
わ
ち
青
陽
・
朱
明
・
西
陪
・
玄
冥
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
（
日
）
、
右
の
あ
り

方
は
曹
貌
、
西
晋
に
も
継
承
さ
れ
た

5
0

か
か
る
郊
杷
が
中
国
王
朝
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
国
家
儀
礼
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
『
宋
書
』
巻
一
九
楽
志
一
に
、

そ
の
東
晋
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
、

郊
杷
遂
に
梁
を
設
け
ず
。
（
郊
杷
遂
不
設
集
。
）

と
あ
り
、
楽
曲
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
漢
以
来
の
中
国
王
朝
の
郊
杷
の
な
か
で
未
曾
有
の
事
柄
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
雅
楽
と
い
う
点
か
ら
み
た
際
、
東
晋
に
お
け
る
宗
廟
・
郊
杷
は
前
者
に
登
歌
、
舞
楽
が
存
在
し
た
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
有
名

無
実
に
近
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
東
晋
に
お
い
て
国
家
儀
礼
が
全
く
整
備
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
現
実
に
は
当

時
、
皇
帝
の
居
所
が
あ
っ
た
こ
と
や
僑
民
の
土
着
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
建
康
で
礼
楽
を
整
備
す
べ
し
と
す
る
考
え
が
存

在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

た
と
え
ば
金
子
修
一
氏
は
、
東
晋
中
期
ま
で
に
二
年
に
一
度
、
南
郊
儀
礼
を
お
こ
な
う
二
年
一
郊
の
制
度
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
て
お
ら
れ
る
（
日
。
郊
廟
儀
礼
の
登
歌
に
つ
い
て
も
先
に
み
た
東
普
の
宗
廟
の
ほ
か
に
、
劉
宋
文
帝
の
元
嘉
二
十
二
年
（
四
四
五
）
、
南
郊

東
晋
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て

l
郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た
｜
（
戸
川
）
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で
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
『
宋
書
』
巻
一
九
楽
志
こ
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
次
節
に
み
る
劉
宋
孝
武
帝
期
ま
で
、
郊
廟
儀
礼
の
雅
楽
は
い
ま
だ
そ
の
完
成
に
ほ
ど
遠
い
状
態
に
あ
っ

た
。
そ
の
原
因
は
先
述
し
た
戴
遡
、
明
堂
に
関
す
る
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
政
権
内
に
故
地
で
あ
る
中
原
の
恢
復
ま
で
国
家
儀

礼
の
整
備
を
控
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
が
存
在
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

劉

宋

孝

武

帝

の

雅

楽

改

革

さ
て
、
東
晋
に
続
く
劉
宋
の
元
嘉
二
十
七
年
（
四
五

O
）
、
文
帝
が
北
伐
に
大
敗
を
喫
す
る
と
、
中
原
恢
復
を
中
心
と
す
る
体
制
に
も
抜

本
的
な
改
革
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
、
文
帝
を
継
い
だ
劉
宋
孝
武
帝
は
国
家
儀
礼
の
改
革
を
断
行
し
、
当

時
は
い
ま
だ
辺
境
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
江
南
の
亡
命
政
権
を
中
国
の
新
た
な
正
統
王
朝
に
再
生
さ
せ
ん
と
す
る
。
本
節
で
は
そ
の

な
か
で
も
と
く
に
帝
の
お
こ
な
っ
た
雅
楽
改
革
に
つ
い
て
、
孝
建
二
年
（
四
五
五
）
の
雅
楽
改
革
に
お
け
る
議
を
手
が
か
り
に
検
討
し
た
い
。

『
宋
書
』
巻
一
九
楽
志
一
に
、
孝
健
二
年
に
お
け
る
有
司
の
上
奏
を
載
せ
て
、

前
殿
中
曹
郎
荷
寓
秋
議
す
ら
く
、
：
：
：
謂
へ
ら
く
郊
廟
宜
し
く
備
梁
を
設
く
べ
し
、
と
。
（
前
殿
中
曹
郎
萄
寓
秋
議
、
：
：
：
謂
郊
廟

宜
設
備
柴
。
）

と
あ
り
、
萄
万
秋
が
南
郊
、
宗
廟
の
雅
楽
を
整
備
す
る
よ
う
述
べ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
『
宋
書
』
巻
一
九
楽
志
一
に
、
こ
れ
に
対

す
る
顔
竣
の
議
を
載
せ
て
、

散
騎
常
侍
・
丹
陽
予
建
城
豚
開
園
侯
顔
竣
議
し
て
以
矯
ら
く
、
：
：
：
郊
の
梁
有
る
は
、
蓋
し
周
易
・
周
官
に
生
じ
、
歴
代
議
を
著
し
、

援
准
せ
ざ
る
莫
し
。
：
：
：
之
を
衆
経
に
考
ふ
る
に
、
郊
記
に
柴
有
る
は
、
未
だ
明
詮
を
見
ず
。
宗
廟
の
種
、
事
載
籍
に
嫡
ら
か
な
り

0

・
：
：
今
ま
楽
曲
論
滅
し
、
知
音
世
に
希
な
る
も
、
改
作
の
事
、
臣
其
の
語
を
聞
く
。
正
徳
・
大
橡
、
曜
容
具
さ
に
存
す
。
宜
し
く

其
の
徽
競
を
殊
に
し
、
飾
り
て
之
を
用
ふ
べ
し
。
（
散
騎
常
侍
・
丹
陽
安
建
城
豚
開
園
侯
顔
竣
議
以
魚
、
：
：
：
郊
之
有
楽
、
蓋
生
周
易
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・
周
官
、
歴
代
著
議
、
莫
不
援
准
。
：
：
：
考
之
衆
経
、
郊
杷
有
楽
、
未
見
明
詮
。
宗
廟
之
種
、
事
柄
載
籍
。
：
：
：
今
楽
曲
論
減
、
知
音

世
希
、
改
作
之
事
、
臣
開
其
語
。
正
徳
・
大
議
、
槽
容
具
存
、
宜
殊
其
徽
競
、
飾
而
用
之
。
）

と
あ
り
、
南
郊
で
雅
楽
が
演
奏
さ
れ
た
と
い
う
事
柄
そ
の
も
の
が
漢
以
来
の
経
文
解
釈
の
誤
り
か
ら
生
じ
て
お
り
退
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
、
一
方
、
宗
廟
雅
楽
の
演
奏
は
そ
の
事
例
が
確
認
で
き
る
の
で
西
晋
に
お
け
る
「
正
徳
・
大
珠
」
と
い
う
舞
楽
を
改
名
の
上
、
転
用
す

べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
史
料
に
は
南
郊
雅
楽
の
存
在
の
否
定
と
い
う
明
ら
か
に
漢
以
来
の
伝
統
と
異
な
る
見
解
が
示
さ
れ
る
と
と

も
に
、
当
時
「
楽
曲
論
滅
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
右
と
前
節
に
掲
げ
た
「
曙
容
楽
器
、
地
を
掃
ひ
て
皆
な
蓋
く
」
、
「
郊

把
遂
に
柴
を
設
け
ず
」
と
い
っ
た
記
事
を
踏
ま
え
た
際
、
こ
の
と
き
西
晋
の
南
郊
雅
楽
は
す
で
に
滅
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
孝
建
二
年
の
議
で
採
用
さ
れ
た
の
は
、
か
か
る
顔
竣
の
議
で
な
く
、
帝
の
弟
で
あ
る
建
平
王
宏
の
議
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

『
宋
書
』
巻
一
九
楽
志
一
に
、
建
平
王
宏
の
議
を
載
せ
て
、

郊
記
の
築
、
復
た
別
名
無
く
、
初
ほ
宗
廟
に
同
じ
く
す
る
の
み
。
諸
を
漢
志
に
尋
ぬ
る
に
、
永
至
等
の
築
、
各
々
義
況
有
り
、
宜
し
く

奮
に
仇
り
て
改
め
ざ
る
べ
し
。
（
郊
紀
之
巣
、
無
復
別
名
、
仇
同
宗
廟
市
巳
。
尋
諸
漢
志
、
永
至
等
巣
、
各
有
義
況
、
宜
仇
蕎
不
改
。
）

と
あ
り
、
こ
の
と
き
南
郊
の
楽
曲
を
宗
廟
と
同
様
に
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
意
見
は
兄
の
帝
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
劉
宋
で
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は
後
文
に
、

南
郊
を
洞
り
紳
を
迎
ふ
る
に
、
障
夏
を
奏
す
。
皇
帝
初
め
登
壇
す
る
に
、
登
寄
を
奏
す
。
初
献
に
、
凱
容
・
宣
烈
の
舞
を
奏
す
。
紳

を
送
る
に
、
臨
時
夏
を
奏
す
。
廟
を
洞
り
紳
を
迎
ふ
る
に
、
時
昨
夏
を
奏
す
。
皇
帝
廟
門
に
入
る
に
、
永
至
を
奏
す
。
皇
帝
東
壁
に
詣

る
に
、
登
寄
を
奏
す
。
初
献
に
、
凱
容
・
宣
烈
の
舞
を
奏
す
。
終
献
に
、
永
安
を
奏
す
。
紳
を
送
る
に
時
昨
夏
を
奏
す
。
（
洞
南
郊
迎
紳
、

奏
曲
昨
夏
。
皇
帝
初
登
壇
、
奏
登
寄
。
初
献
、
奏
凱
容
・
宣
烈
之
舞
。
送
紳
、
奏
曲
昨
夏
。
洞
廟
迎
紳
、
奏
捧
夏
。
皇
帝
入
廟
門
、
奏
永
至
。

皇
帝
詣
東
壁
、
奏
登
寄
。
初
献
、
奏
凱
容
・
宣
烈
之
舞
。
終
献
、
奏
永
安
。
送
紳
奏
曲
埠
夏
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
南
郊
で
迎
送
神
、
皇
帝
初
登
壇
、
初
献
を
行
う
と
き
、
登
歌
に
く
わ
え
宗
廟
に
も
用
い
ら
れ
た
皐
夏
と
呼
ば
れ
る
歌
曲
、

凱
容
・
宣
烈
と
い
う
舞
楽
が
演
奏
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
右
を
前
節
で
述
べ
た
青
陽
・
朱
明
・
西
暗
・
玄
冥
か
ら
な
る
後
漢
以
来
の
南
郊

東
晋
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て
｜
郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た
｜
（
戸
川
）



東
洋
史
論
集
四
二

雅
楽
の
事
例
と
比
較
し
た
際
、
そ
の
相
違
は
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
劉
宋
孝
武
帝
の
と
き
そ
れ
ま
で
の
中
国
王
朝
の
伝
統

に
反
し
、
宗
廟
、
南
郊
と
い
う
異
な
る
儀
礼
の
間
で
同
じ
楽
曲
が
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
北
郊
・
明
堂
（
大
明
五
年
〈
四
六
一
〉
に
建
設
）
で
も
同
じ
楽
曲
が
用
い
ら
れ
、
宗
廟
・
南
北
郊
・
明
堂
の
楽
曲
が
左
に
掲
げ

た
表
の
よ
う
に
な
っ
た
（
出
典
は
『
宋
書
』
巻
一
九
楽
士
山
一
・
巻
二

O
楽
志
二
、
『
南
斉
書
』
巻
一
一
楽
志
、
『
惰
書
』
巻
一
三
音
楽
士
山
上
）
。

劉宋の楽曲編成表

／、、
薦

1、~主:!. 
固

飲
皇

－口il- 牲
群

舞
便

有 送
福

帝 迎
三仁巴コ 出

臣

楽 祭 神 入 神 出
殿

事
酒

門
毛 入

入
、、〆〆 血

凱

容 ＊ 
永

＊ 
粛。

長聖
。

嬉 嘉 ヲ｜ 万，fフ言

’~』L， 
休

夏
安 永

夏 薦 牲
戚

廟

烈
成 16 至 14 

17 - 15 
） ） 

18 
） 

凱 日吉
谷ιモヲ恥 1、ニ昼土ユ

＊ 
嘉

＊ 
」カで士己是ロプ,_ ヲ｜ 粛 南／ ー＼ • • E’＝土［ 就 昨 薦 牲 戚 郊

烈 煉
夏 夏

19 位
） 

、、~’

凱
＊ 

嘉
＊ 

最 ヲ｜ 粛 オヒ
長幸 瞳

容
夏

昨
夏

薦 牲 威 交日

凱
廿~ ＊ 

嘉
＊ 

嘉 ヲ｜ 粛 明
長幸 • 主ヒ士主フ 夏

昨
夏

薦 牲 戚 主同主ι 

烈

右
は
建
平
王
宏
の
議
に
「
諸
を
漢
志
に
尋
ぬ
る
に
、
永
至
等
の
巣
、
各
々
義
況
有
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
見
す
る
と
孝
建
二
年
に
お

い
て
い
ま
だ
残
っ
て
い
た
漢
の
宗
廟
雅
楽
を
南
郊
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
儀
礼
に
も
流
用
し
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
た
だ
し
、
史
料
に
「
永

至
等
の
築
」
が
漢
か
ら
曹
貌
・
西
晋
を
へ
て
伝
わ
っ
た
と
す
る
の
で
な
く
、
「
漢
志
に
尋
ぬ
る
に
、
：
：
：
義
況
有
り
」
と
い
っ
た
独
特
の
表
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現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
当
時
、
漢
の
宗
廟
雅
楽
が
ど
こ
ま
で
残
っ
て
い
た
か
は
疑
問
と
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。

た
と
え
ば
孝
武
帝
期
の
雅
楽
に
つ
い
て
は
、
『
南
斉
書
』
巻
四
六
着
恵
基
伝
に
、

宋
大
明
よ
り
以
来
、
書
伎
の
尚
ぶ
所
、
鄭
・
衛
の
淫
俗
多
く
、
雅
楽
正
撃
、
好
き
者
有
る
こ
と
鮮
し
。

多
鄭
・
淫
俗
、
雅
楽
正
曹
、
鮮
有
好
者
。
）

と
あ
り
、
こ
の
頃
か
ら
国
家
儀
礼
に
用
い
る
雅
楽
の
質
が
低
下
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

て、

（
自
宋
大
明
以
来
、
書
伎
所
尚
、

ま
た
増
田
清
秀
氏
は
劉
宋
の
雅
楽
に
つ
い

開
国
後
、
三
十
五
年
も
経
た
孝
武
帝
の
孝
建
二
年
（
四
五
五
年
）
に
、
萄
万
秋
の
建
議
に
よ
っ
て
、
漸
く
郊
廟
用
の
音
楽
が
備
え
ら
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
音
楽
と
は
、
貌
・
晋
以
来
の
俗
楽
で
あ
っ
た
。
：
：
：
苛
万
秋
の
建
議
は
、
結
果
的
に
、
従
来
、
宮
中
の
宴

楽
用
だ
っ
た
も
の
を
、
郊
廟
に
ま
で
使
途
を
拡
げ
た
に
過
ぎ
な
い
。

と
し
て
お
ら
れ
る
（
怨
。
こ
こ
で
い
う
宮
中
の
宴
楽
と
は
俗
楽
に
属
し
、
雅
楽
と
哉
然
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

g
。
増
田
氏
の
見
解
に

従
え
ば
、
劉
宋
に
お
け
る
宗
廟
の
雅
楽
は
前
の
王
朝
の
雅
楽
を
復
活
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
本
来
、
異
な
る
音
楽
で
あ
る
俗
楽
を
導
入

し
、
西
晋
の
と
き
の
実
態
と
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
後
漢
以
来
、
宗
廟
、
南
郊
の
雅
楽
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
楽
曲
が
演
奏
さ
れ
て
い
た
。
後
述
す
る
ご
と
く
、
こ
れ
は
祖

先
祭
把
と
天
の
祭
把
は
本
来
、
全
く
別
の
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
聞
に
は
区
別
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
も
と
づ
い
て
る
。
と

こ
ろ
が
、
劉
宋
孝
武
帝
の
雅
楽
改
革
は
こ
の
両
者
の
区
別
を
な
く
し
、
宗
廟
に
俗
楽
を
導
入
し
た
上
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
音
楽
を
南
郊
に
も

流
用
す
る
と
い
う
前
代
未
聞
の
国
家
儀
礼
を
創
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
柄
と
永
嘉
の
乱
に
よ
る
「
槽
容
楽
器
、
地
を
掃
ひ
て
皆
な
蓋
く
」
と
い
う
状
況
、
中
原
恢
復
ま
で
国
家
儀
礼
の
整
備
を
控
え
る
べ

し
と
す
る
考
え
の
存
在
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
劉
宋
孝
武
帝
期
に
再
建
さ
れ
た
国
家
儀
礼
は
西
晋
の
伝
統
の
継
承
よ
り
も
む
し
ろ
断
絶
の
方

が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
り
、
東
晋
の
国
家
儀
礼
が
曹
貌
・
西
晋
の
伝
統
を
継
承
し
、
そ
れ
が
南
朝
を
へ
て
陪
唐
に
還
流
す
る
と
い
っ
た
陳
寅

熔
氏
の
淵
源
論
に
は
一
定
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

東
晋
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て
郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た

i
（
戸
川
）
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東
洋
史
論
集
四
二

つ
ぎ
の
南
斉
に
至
る
と
宗
廟
・
南
北
郊
・
明
堂
の
楽
曲
が
左
に
掲
げ
た
編
成
表
の
よ
う
に
な
っ
た
（
出
典
は
『
南
斉
書
』
巻
一

『
惰
書
』
巻
二
二
音
楽
志
上
）
。

一
楽
志
、

南

斉

の

楽

曲

編

成

表

〈 薦 群
還 固 飲 皇 臣

舞 有送福－帝迎 呈出
楽便祭神酒入神毛入 出

殿事 円血入
、＼／

凱 ＊ 

容。 長臨幸氷。 嘉引 粛宗

休！ 夏 昨永 日刀口薦牲威廟
ヒ士＝， 成 22 至 夏
王ヨL 23 

烈）

日百

遠
(Q) ＊宣（ロOJ * ・嘉引粛南

且休ケ杭昭カ昨ロ永日刀口薦牲威郊
~；J 、成煉夏 至 夏

位
、」J

隷

。幽＊五士五。＊ 嘉引 粛北
堅休（伊［カ月下ロ永日刀口薦牲威郊
谷成 盛 夏 至 夏

埋
、、，〆

凱

谷一 ＊且 ＊嘉引粛明

百五 昭薦牲威堂
官夏夏

烈

表
か
ら
宗
廟
・
南
郊
の
楽
曲
が
北
郊
・
明
堂
に
も
影
響
を
与
え
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
が
同
様
の
楽
曲
編
成
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
見

て
と
れ
る
が
、
こ
れ
は
漢
、
曹
貌
、
西
普
の
伝
統
と
断
絶
し
た
南
朝
特
有
の
現
象
で
あ
る
。
従
来
の
国
家
儀
礼
に
関
す
る
研
究
で
は
、
た
と

え
ば
東
晋
が
西
晋
に
お
け
る
郊
廟
儀
礼
の
あ
り
方
を
継
承
し
て
い
る
か
否
か
と
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
雅
楽
に
よ
っ
て
判
明
す

る
こ
う
し
た
儀
礼
聞
に
お
け
る
横
の
つ
な
が
り
、
お
よ
び
そ
の
変
化
の
も
つ
歴
史
的
役
割
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
そ
う
し
た
問
題
を
新
た
に
解
明
で
き
る
と
こ
ろ
に
雅
楽
研
究
の
音
山
義
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。
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か
か
る
劉
宋
、
南
斉
の
楽
曲
編
成
表
の
う
ち
臨
時
夏
・
昭
夏
な
ど
＊
を
附
し
た
歌
曲
名
は
、
『
周
礼
』
巻
二
四
春
官
宗
伯
、
鍾
師
の
条
に
、

凡
そ
築
事
、
鍾
鼓
を
以
て
九
夏
を
奏
す
。
王
夏
・
瞳
夏
・
昭
夏
・
納
夏
・
章
夏
・
膏
夏
・
族
夏
・
械
夏
・
驚
夏
な
り
。
（
凡
築
事
、
以

鍾
鼓
奏
九
夏
。
王
夏
・
皐
夏
・
昭
夏
・
納
夏
・
章
夏
・
替
夏
・
族
夏
・
械
夏
・
驚
夏
。
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
周
礼
』
の
九
夏
と
呼
ば
れ
る
歌
曲
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
前
節
に
掲
げ
た
『
漢
書
』

礼
楽
志
に
「
皇
帝
廟
円
に
入
り
、
永
至
を
奏
す
、
：
：
：
下
り
て
休
成
の
梁
を
奏
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
表
に
お
い
て
。
の
あ
る
歌
曲
名
は

前
漢
の
叔
孫
通
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
南
斉
の
歌
曲
は
『
周
礼
』
の
九
夏
、
叔
孫
通
の
歌
曲
名
に
由
来
す
る
も
の
、
及
び

そ
の
他
と
い
っ
た
三
一
種
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
三
種
か
ら
な
る
楽
曲
編
成
は
、
梁
武
帝
期
に
い
た
っ
て
『
周
礼
』
の
九
夏
に
な
ら
い
、

全
て
「
雅
」
の
つ
く
歌
曲
名
に
改
め
ら
れ
る
。
次
節
で
は
か
か
る
変
化
と
そ
の
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

梁

武

帝

の

十

二

雅
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本
節
で
は
梁
武
帝
が
劉
宋
孝
武
帝
の
雅
楽
改
革
を
展
開
し
新
た
に
十
二
雅
と
よ
ば
れ
る
周
に
な
ら
っ
た
楽
曲
編
成
を
つ
く
っ
た
こ
と
、
そ

れ
は
宗
廟
と
郊
杷
の
関
連
づ
け
に
よ
っ
て
天
命
を
受
け
た
現
王
朝
に
お
け
る
皇
統
の
正
統
性
を
よ
り
つ
よ
く
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
述
べ
る
。

さ
て
、
梁
武
帝
の
治
世
に
な
る
と
、
『
惰
書
』
巻
二
二
音
楽
志
上
に
、
天
監
四
年
（
玉

O
五
）
に
お
け
る
明
山
賓
ら
の
言
を
載
せ
て
、

周
に
九
夏
有
り
、
梁
に
十
二
雅
有
り
。
（
周
有
九
夏
、
梁
有
十
二
雅
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
『
周
礼
』
の
「
夏
」
に
な
ら
い
歌
曲
名
に
「
雅
」
と
い
う
字
、
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
宗
廟
・
南
北
郊
・
明
堂
で
用
い
る
歌
曲
名
を
す
べ
て
「
雅
」
の
字
で
統
一
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
M
）

O

い
ま
そ
れ
を
表
に
す
る
と
左
の

よ
う
に
な
る
。

東
晋
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て
｜
郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た
｜
（
戸
川
）
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表
に
は
十
二
の
う
ち
七
し
か
な
い
が
、
梁
で
は
こ
の
ほ
か
三
朝
す
な
わ
ち
元
会
儀
礼
に
お
い
て
、
胤
雅
、
寅
雅
、
介
雅
、
需
雅
、
十
維
雅
な

ど
「
雅
」
の
宇
の
つ
い
た
玉
の
歌
曲
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
の
が
梁
の
十
二
「
雅
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
周
に
な
ら
っ
て
宗
廟

・
南
北
郊
・
明
堂
・
元
会
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
儀
礼
で
用
い
る
歌
曲
名
を
同
じ
字
で
統
一
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
劉
宋
孝
武
帝
の
と
こ
ろ
で
見
た
ご
と
く
、
梁
の
十
二
雅
が
周
の
九
夏
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
や
は
り
疑
問
と
す
べ
き
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
『
惰
書
』
巻
二
ニ
音
楽
志
上
に
、
梁
の
初
め
の
こ
と
を
載
せ
て
、

梁
氏
の
初
め
、
柴
容
の
奮
に
縁
る
。
武
帝
古
巣
を
弘
め
ん
と
恩
ひ
、
天
監
元
年
、
遂
に
詔
を
下
し
て
百
僚
に
訪
ふ
。
：
：
：
是
に
於
い

て
散
騎
常
侍
・
尚
書
僕
射
沈
約
奏
答
し
て
日
は
く
、
：
：
：
陛
下
至
聖
の
徳
を
以
て
、
集
推
の
符
に
庭
ず
れ
ば
、
賓
に
宜
し
く
柴
を
作

り
徳
を
崇
び
、
上
帝
に
殿
薦
す
べ
し
。
市
る
に
柴
書
論
亡
し
、
尋
案
す
る
も
所
無
し
、
と
。
：
：
：
是
の
時
楽
に
封
ふ
る
者
七
十
八

家
、
威
な
多
く
流
略
を
引
き
、
其
の
詞
を
浩
蕩
し
て
、
皆
な
柴
の
宜
し
く
改
む
べ
き
を
言
ふ
も
、
柴
を
改
む
る
の
法
を
言
は
ず
。
帝



既
に
素
よ
り
鍾
律
を
善
く
し
、
蓮
田
事
を
詳
悉
す
れ
ば
、
遂
に
自
ら
瞳
柴
を
制
定
す
。
（
梁
氏
之
初
、
楽
縁
替
奮
。
武
帝
思
弘
古
巣
、
天

監
元
年
、
遂
下
詔
訪
百
僚
。
：
：
：
於
是
散
騎
常
侍
・
尚
書
僕
射
沈
約
奏
答
日
、
：
：
：
陛
下
以
至
聖
之
徳
、
慮
柴
推
之
符
、
寅
宜
作
業
崇

徳
、
股
薦
上
帝
。
市
柴
書
論
亡
、
尋
案
無
所
。
：
：
：
是
時
封
集
者
七
十
八
家
、
威
多
引
流
略
、
浩
蕩
其
詞
、
皆
言
集
之
宜
改
、
不
言
改

築
之
法
。
帝
既
素
善
鍾
律
、
詳
悉
蕎
事
、
遂
自
制
定
曜
楽
。
）

と
あ
り
、
武
帝
が
「
古
巣
」
を
行
う
べ
く
詔
を
く
だ
し
た
と
こ
ろ
、
沈
約
が
当
時
「
柴
書
論
亡
し
、
尋
案
す
る
も
所
無
し
」
と
述
べ
た
こ

と
、
こ
の
と
き
「
楽
に
対
ふ
る
者
七
十
八
家
」
も
ど
の
よ
う
に
雅
楽
を
改
め
る
べ
き
か
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
結
果
、
武
帝
が

自
ら
雅
楽
を
制
定
し
た
こ
と
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
節
で
も
言
及
し
た
周
の
九
夏
に
つ
い
て
、
『
周
礼
』
春
官
宗
伯
下
に
、

凡
そ
築
事
鍾
鼓
を
以
て
九
夏
を
奏
す
。
（
凡
築
事
以
鍾
鼓
奏
九
夏
。
）

と
あ
り
、
鄭
玄
注
に
、

玄
謂
へ
ら
く
、
文
王
・
鹿
鳴
を
以
て
之
を
言
へ
ば
、
則
ち
九
夏
は
皆
な
詩
の
篇
名
、
煩
の
族
類
な
り
。
此
れ
歌
の
大
な
る
者
、
載
せ

て
楽
章
に
在
り
。
柴
崩
れ
亦
た
従
ひ
て
亡
ぶ
。
是
を
以
て
煩
具
ふ
る
こ
と
能
は
ず
。
（
玄
謂
、
以
文
王
・
鹿
鳴
言
之
、
則
九
夏
皆
詩

篇
名
、
煩
之
族
類
也
。
此
歌
之
大
者
、
載
在
梁
章
。
業
崩
亦
従
而
亡
。
是
以
煩
不
能
具
。
）

と
あ
っ
て
、
周
の
九
夏
が
詩
に
お
け
る
風
（
各
国
の
民
謡
）
・
雅
（
朝
廷
の
音
楽
）
・
煩
（
宗
廟
の
楽
歌
）
の
分
類
の
う
ち
頒
に
属
す
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
九
夏
の
楽
章
は
滅
ん
で
し
ま
い
煩
が
具
備
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
鄭
玄
注
に
従
え

ば
、
前
節
で
み
た
劉
宋
、
南
斉
に
お
け
る
臨
時
夏
、
昭
夏
の
実
態
に
は
疑
問
と
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
り
、
さ
ら
に
沈
約
に
よ
る
「
柴
書
論
亡

し
、
尋
案
す
る
も
所
無
し
」
と
い
う
上
奏
を
も
踏
ま
え
る
と
、
梁
武
帝
の
と
き
九
夏
の
全
容
を
知
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
周
に
九
夏
有
り
、
梁
に
十
二
雅
有
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
十
二
雅
が
宗
廟
・
郊
杷
と
い

う
異
な
る
儀
礼
の
間
で
同
じ
楽
曲
を
演
奏
す
る
劉
宋
孝
武
帝
の
雅
楽
改
革
を
、
あ
た
か
も
周
の
伝
統
に
な
ら
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る

べ
く
新
た
に
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

そ
の
後
、
武
帝
は
崇
仏
に
よ
り
天
監
十
六
年
（
五
一
七
）
、
宗
廟
の
犠
牲
を
廃
止
し
、
普
通
年
間
に
い
た
っ
て
犠
牲
に
関
わ
る
歌
曲
で
あ

東
晋
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て
郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た

l
（
戸
川
）
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東
洋
史
論
集
四
二

る
「
牲
出
入
」
の
と
き
の
糠
雅
、
「
薦
豆
目
玉
毛
血
」
の
と
き
の
栓
雅
を
省
い
た
（
『
南
史
』
巻
六
武
帝
紀
上
、
『
惰
書
』
巻
一
三
音
楽
士
山
上
）
。

そ
の
際
、
南
北
郊
・
明
堂
で
も
糠
雅
、
栓
雅
が
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
か
か
る
儀
礼
に
お
い
て
も
同
様
に
犠
牲
廃
止
を
お
こ
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
一
方
、
宗
廟
と
異
な
る
楽
曲
編
成
を
も
っ
山
川
祭
把
で
は
犠
牲
が
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
（
『
惰
書
』
巻
六
礼
儀
志
一
）
。
右
の
事

例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
梁
武
帝
の
十
二
雅
は
周
に
な
ら
っ
た
楽
曲
編
成
を
通
じ
、
宗
廟
・
郊
聞
と
い
っ
た
本
来
、
別
々
の
国
家
儀
礼
を
互

い
に
関
連
づ
け
る
こ
と
に
そ
の
本
質
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
さ
。

で
は
、
こ
う
し
た
楽
曲
編
成
を
通
じ
た
国
家
儀
礼
の
関
連
づ
け
と
い
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
江
南
政
権
に
お
い
て
如
何
な
る
歴
史
的
役
割

を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
の
点
に
つ
い
て
、
国
家
儀
礼
に
関
す
る
先
学
の
見
解
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
よ
う
。

『
通
士
山
』
楽
略
第
一
、
楽
府
総
序
に
、

宗
廟
の
種
之
を
天
に
用
ひ
ざ
る
は
、
尊
親
有
る
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
な
り
。
鬼
神
の
檀
之
を
人
に
用
ひ
ざ
る
は
、
幽
明
有
る
を
知
れ

ば
な
り
。
梁
武
帝
十
二
雅
を
作
り
、
郊
・
廟
・
明
堂
・
三
朝
の
曜
、
展
轄
し
て
之
を
用
ひ
、
天
地
の
事
、
宗
廟
の
事
、
君
臣
の
事
、

其
の
事
を
同
じ
く
す
る
な
り
。
：
：
：
其
の
亡
ぶ
や
梁
よ
り
始
ま
る
。
（
宗
廟
之
檀
不
用
之
天
、
明
有
尊
親
也
。
鬼
神
之
櫨
不
用
之
人
、

知
有
幽
明
也
。
梁
武
帝
作
十
二
雅
、
郊
・
廟
・
明
堂
・
一
二
朝
之
穂
、
展
轄
用
之
、
天
地
之
事
、
宗
廟
之
事
、
君
臣
之
事
、
同
其
事
失

0

・
・
・
其
亡
也
白
梁
始
。
）

と
あ
り
、
本
来
、
「
人
」
は
宗
廟
、
「
天
」
は
鬼
神
の
礼
を
以
て
ま
つ
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
を
同
様
に
あ
っ
か
う
べ
き
で
な
い
こ
と
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
梁
武
帝
の
十
二
雅
は
宗
廟
・
郊
把
で
雅
楽
を
流
用
し
あ
い
、
「
人
」
、
「
天
」
が
「
其
の
事
を
同
じ
く
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
、
従
っ
て
そ
う
し
た
「
人
」
、
「
天
」
を
区
別
す
る
礼
が
滅
ん
だ
の
は
梁
武
帝
の
と
き
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
通

志
』
の
記
事
に
し
た
が
え
ば
、
梁
の
十
二
雅
は
「
人
」
と
「
天
」
の
距
離
を
縮
め
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
前

節
で
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
際
、
こ
う
し
た
梁
武
帝
期
に
お
け
る
「
人
」
、
「
天
」
の
結
び
つ
き
の
淵
源
は
、
劉
宋
孝
武
帝
の
雅
楽
改
革

に
あ
っ
た
と
さ
れ
よ
う
。

か
か
る
「
人
」
、

「天」

の
結
び
つ
き
に
関
連
し
て
、
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か
つ
て
西
嶋
定
生
氏
は
漢
に
お
け
る
帝
位
継
承
の
際
の
即
位
儀
礼
が
世
襲
主
義
と



受
命
思
想
と
い
っ
た
矛
盾
す
る
こ
つ
の
性
格
を
統
一
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
き
o

ま
た
金
子
修
一
氏
は
前
漢
武
帝
期
の
郊
杷
に
皇
帝

の
始
祖
を
天
に
配
閲
す
る
「
配
天
」
の
考
え
が
い
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
考
え
は
前
漢
末
の
王
葬
執
政
期
に
皇
帝
と
天
の

結
び
つ
き
が
重
視
さ
れ
る
に
伴
い
出
現
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
を
。
筆
者
は
両
氏
の
見
解
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
と

す
れ
ば
劉
宋
孝
武
帝
の
雅
楽
改
革
、
梁
武
帝
の
十
二
雅
は
か
か
る
世
襲
と
受
命
の
統
一
、
始
祖
の
「
配
天
」
と
い
っ
た
考
え
を
い
ま
一
歩
お

し
す
す
め
、
宗
廟
と
郊
杷
の
関
連
づ
け
を
通
じ
、
「
人
」
、
「
天
」
の
結
び
つ
き
を
さ
ら
に
強
化
す
る
施
策
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
施
策
は
天
命
を
受
け
た
現
王
朝
に
お
け
る
皇
統
の
正
統
性
を
よ
り
つ
よ
く
主
張
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
き
o

東
晋
南
朝
は
き
わ
め
て
図
式
的
に
述
べ
れ
ば
、
建
国
当
初
の
中
原
恢
復
を
め
ざ
す
国
家
か
ら
、
劉
宋
孝
武
帝
期
に
至
る
過
程
で
僑
民
の
土

着
化
、
元
嘉
二
十
七
年
（
四
五

O
）
の
北
伐
失
敗
な
ど
に
よ
っ
て
、
江
南
に
立
脚
し
た
体
制
を
志
向
す
る
国
家
へ
と
質
的
に
変
貌
せ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
東
晋
後
半
か
ら
劉
宋
孝
武
帝
期
に
江
南
政
権
の
お
か
れ
て
い
た
政
治
・
社
会
的
状
況
は
、
か
つ
て
筆
者

が
検
討
し
た
僑
民
に
代
わ
る
兵
力
を
確
保
す
る
徴
兵
制
の
施
行
と
い
っ
た
一
軍
事
制
度
（
号
、
江
南
の
地
に
新
た
に
王
畿
を
設
置
す
る
と
い
っ

た
一
行
政
区
の
改
変
（
ぎ
と
い
う
程
度
の
対
症
療
法
的
な
施
策
を
も
っ
て
し
て
は
い
か
ん
と
も
な
し
得
な
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
。
江
南
政

権
は
そ
の
改
革
の
た
だ
中
に
お
い
て
西
晋
の
都
で
あ
っ
た
洛
陽
に
代
わ
り
、
行
宮
の
地
た
る
建
康
を
新
た
な
天
下
の
中
心
に
す
る
べ
く
、
国

家
儀
礼
の
整
備
を
断
行
し
て
い
る
。
こ
の
整
備
が
改
革
と
連
動
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
が
、
当
時
の
江
南
政
権
が
か
か
え
て

い
た
問
題
の
深
刻
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

皇
帝
が
そ
の
権
力
の
安
定
、
拡
大
を
目
指
す
こ
と
は
中
国
史
上
、
ど
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
中

原
恢
復
に
代
わ
る
新
た
な
国
家
の
結
集
点
を
模
索
し
て
い
た
江
南
政
権
で
は
、
と
り
わ
け
そ
の
安
定
、
拡
大
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し

た
こ
と
は
、
劉
宋
孝
武
帝
の
雅
楽
改
革
、
梁
武
帝
の
十
二
雅
が
単
な
る
儀
礼
音
楽
の
整
備
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
原
恢
復
に
代
わ
る
国
家
の
結

集
点
を
帝
権
強
化
に
求
め
る
改
革
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

東
晋
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て
郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た

i
（
戸
川
）
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東
洋
史
論
集
四
二

お

わ

り

に

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
雅
楽
は
郊
廟
儀
礼
の
挙
行
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
知
何
な
る
状
態
に
あ
っ
た
か
は
当
時
、
儀
礼
の
整
備
が
ど
れ
ほ
ど
進
ん

で
い
た
か
を
示
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
が
、
東
晋
に
お
け
る
郊
廟
儀
礼
の
雅
楽
は
漢
、
曹
貌
、
西
晋
と
比
較
し
た
際
、
ほ
ぼ
有
名
無

実
に
近
い
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
は
永
嘉
の
乱
に
よ
り
「
稽
容
楽
器
、
地
を
掃
ひ
て
皆
な
蓋
く
」
と
い
っ
た
こ
と
に
く
わ
え
、
政

権
内
に
故
地
で
あ
る
中
原
の
恢
復
ま
で
国
家
儀
礼
の
整
備
を
控
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
が
存
在
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
劉
宋
孝
武
帝
は
元
嘉
二
十
七
年
の
北
伐
失
敗
に
よ
り
中
原
恢
復
の
可
能
性
が
極
め
て
低
く
な
っ
た
こ
と
を
う
け
、
江
南
の
亡
命
政
権
を

中
国
の
新
た
な
正
統
王
朝
に
再
生
さ
せ
る
べ
く
、
国
家
儀
礼
の
改
革
を
断
行
す
る
。
と
く
に
雅
楽
に
つ
い
て
は
、
当
時
も
っ
と
も
重
要

な
国
家
儀
礼
で
あ
る
南
郊
の
雅
楽
が
滅
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
従
来
の
中
国
王
朝
の
伝
統
に
反
し
、
宗
廟
・
南
郊
と
い
う
異
な
る

儀
礼
の
間
で
同
じ
楽
曲
を
演
奏
す
る
改
革
を
お
こ
な
っ
た
。

③
上
述
の
①
、
②
に
く
わ
え
宗
廟
雅
楽
に
お
け
る
俗
楽
の
導
入
と
い
っ
た
こ
と
を
も
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
と
き
再
建
さ
れ
た
国
家
儀
礼
は

西
晋
の
伝
統
の
継
承
よ
り
も
む
し
ろ
断
絶
の
方
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
り
、
東
晋
の
国
家
儀
礼
が
曹
貌
・
西
晋
の
伝
統
を
継
承
し
、
そ

れ
が
南
朝
を
へ
て
惰
唐
に
還
流
す
る
と
い
っ
た
陳
寅
悔
氏
の
淵
源
論
に
は
一
定
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

④
梁
武
帝
は
劉
宋
孝
武
帝
の
雅
楽
改
革
を
展
開
し
、
新
た
に
十
二
雅
と
よ
ば
れ
る
周
に
な
ら
っ
た
楽
曲
編
成
を
つ
く
っ
た
。
そ
れ
は
宗
廟

と
郊
杷
の
関
連
づ
け
に
よ
っ
て
「
人
」
、
「
天
」
の
結
び
つ
き
を
強
化
し
、
天
命
を
受
け
た
現
王
朝
に
お
け
る
皇
統
の
正
統
性
を
よ
り

つ
よ
く
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

従
来
の
国
家
儀
礼
に
関
す
る
研
究
で
は
、
た
と
え
ば
東
晋
が
西
晋
に
お
け
る
郊
廟
儀
礼
の
あ
り
方
を
継
承
し
て
い
る
か
否
か
と
い
っ
た
こ

と
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
雅
楽
に
よ
っ
て
判
明
す
る
こ
う
し
た
儀
礼
聞
に
お
け
る
横
の
つ
な
が
り
、
お
よ
び
そ
の
変
化
の
も
つ
歴
史
的
役
割

と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
そ
う
し
た
問
題
を
新
た
に
解
明
で
き
る
と
こ
ろ
に
雅
楽
研
究
の
意
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義
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。

さ
て
、
梁
の
十
二
雅
に
つ
い
て
、
『
旧
五
代
史
』
巻
一
四
五
楽
士
山
下
に
は
、
広
順
元
年
（
九
五
一
）
の
辺
蔚
に
よ
る
上
疏
を
載
せ
て
、

梁
武
帝
九
夏
を
改
め
十
二
雅
を
為
り
、
以
て
陽
律
・
陰
呂
・
十
二
管
旋
官
の
義
に
協
は
す
。
租
孝
孫
改
め
て
十
二
和
を
為
る
。

武
帝
改
九
夏
為
十
二
雅
、
以
協
陽
律
・
陰
日
・
十
二
管
旋
宮
之
義
。
租
孝
孫
改
為
十
二
和
。
）

と
あ
り
、
そ
れ
が
祖
孝
孫
に
よ
る
十
二
和
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
十
二
和
と
は
唐
の
国
家
儀
礼
に
用
い
ら
れ
た
雅
楽
の
こ
と
で
あ
る
が
（
む
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
渡
辺
信
一
郎
氏
は
、

な
ぜ
唐
の
雅
楽
は
（
日
本
に
：
：
：
括
弧
内
筆
者
加
筆
）
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
も
っ
と
も
大
き
い
理
由
は
、
両
国
の
王
権
の
性
格
、

皇
帝
と
天
皇
の
性
格
の
違
い
に
あ
る
。
日
本
と
中
国
の
主
権
の
由
来
、
正
統
性
の
説
明
の
仕
方
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
中
国
の

皇
帝
権
力
は
、
天
（
実
天
上
帝
）
か
ら
の
受
命
、
権
力
委
任
に
由
来
し
、
み
ず
か
ら
を
天
子
と
よ
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
授
権
者
で
あ
り
、

か
つ
父
で
も
あ
る
天
地
を
祭
記
す
る
必
要
性
が
で
て
く
る
。
：
：
：
日
本
の
天
皇
権
力
の
正
統
化
は
、
記
紀
に
見
る
よ
う
に
、
天
孫
降
臨

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
天
神
と
の
直
接
的
な
血
統
の
つ
な
が
り
が
前
提
に
あ
る
の
で
、
天
地
祭
把
は
無
用
で
あ
り
、
天
地
祭
杷
を
中

心
と
す
る
礼
楽
制
度
は
、
日
本
に
は
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
。

と
し
て
お
ら
れ
る
を
o

さ
ら
に
藤
田
幽
谷
「
正
名
論
」
に
、

天
子
は
至
尊
に
し
て
、
白
か
ら
屈
す
る
所
無
け
れ
ば
、
則
ち
郊
杷
の
種
、
以
て
上
天
に
敬
事
し
、
宗
廟
の
穂
、
以
て
皇
戸
に
君
事
す
。

其
れ
天
子
と
雄
も
、
猶
ほ
命
を
受
く
る
所
有
る
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
：
：
：
天
皇
の
尊
は
、
宇
内
に
二
無
け
れ
ば
、
則
ち
崇
奉
し
て

之
に
事
ふ
る
こ
と
、
固
よ
り
夫
の
上
天
杏
冥
に
し
て
、
皇
戸
戯
に
近
き
が
若
き
の
比
に
非
ず
し
て
、
天
下
の
君
臣
震
る
者
を
し
て
則

を
取
ら
し
む
る
、
鷲
よ
り
近
き
は
莫
し
。
（
天
子
至
尊
、
無
所
自
屈
、
則
郊
杷
之
曜
、
以
敬
事
上
天
、
宗
廟
之
躍
、
以
君
事
皇
戸
。
明

其
雄
天
子
、
猶
有
所
受
命
也
。
：
：
：
天
皇
之
尊
、
宇
内
無
二
、
則
崇
奉
市
事
之
、
固
非
若
夫
上
天
杏
冥
、
皇
戸
近
戯
之
比
、
市
使
天
下

之
一
矯
君
臣
者
取
則
、
莫
近
駕
。
）

と
あ
り
、
や
は
り
皇
帝
が
受
命
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
皇
戸
（
皇
祖
の
位
牌
）
、
上
天
を
ま
つ
っ
た
こ
と
、
日
本
の
天
皇
は
そ
う
し
た
皇 梁
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東
洋
史
論
集
四

戸
、
上
天
を
そ
れ
ぞ
れ
ま
つ
る
宗
廟
、
郊
把
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
さ
o

で
は
、
中
国
王
朝
の
宗
廟
と
郊
把
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
儀
礼
で
あ
る
と
し
て
、
帝
権
強
化
と
い
う
見
地
か
ら
両
者
を
結
び
つ
け
る
施
策
は

全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
が
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
郊
廟
儀
礼
は
劉
宋
孝
武
帝
期
、
梁
武
帝
期
に
雅
楽
を
通
じ
て
そ
の
関
係
が
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
我
が
国
と
比
較
し
た

際
、
こ
う
し
た
「
人
」
、
「
天
」
の
結
び
つ
き
の
展
開
に
こ
そ
中
国
王
権
の
歴
史
的
特
質
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

註
陳
寅
悔
『
惰
唐
制
度
淵
源
略
論
稿
』
（
商
務
印
書
館
〈
重
慶
〉
、

三
聯
書
店
、
二

O
O
一
年
所
収
）
参
照
。

一
九
四

O
。
の
ち
『
陳
寅
幡
集

陪
唐
制
度
淵
源
略
論
稿

唐
代
政
治
史
述
論
稿
』

3 

川
勝
義
雄
「
東
晋
貴
族
制
の
確
立
過
程
」
（
『
東
方
学
報
』
第
五
二
冊
、

書
店
、
一
九
八
二
年
所
収
）
参
照
。

中
村
圭
爾
「
南
朝
国
家
論
」
（
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、

章
、
汲
古
書
院
、
二

O
二
二
所
収
）
参
照
。

金
子
修
一
「
後
漢
南
朝
に
お
け
る
皇
帝
の
郊
廟
親
祭
に
つ
い
て
」
（
唐
史
論
叢
編
纂
委
員
会
編
『
春
史
下
麟
錫
教
授
還
暦
紀
年
唐
史
論
叢
』
韓
国
大

郎
市
・
図
書
出
版
ぜ
祖
発
行
、
一
九
九
五
年
）
、
同
氏
「
後
漢
南
朝
の
郊
廟
親
祭
再
論
」
（
春
史
下
麟
錫
教
授
停
年
紀
年
論
叢
刊
行
委
員
会
編
『
春
史

下
麟
錫
教
授
停
年
紀
年
論
叢
』
韓
国
釜
山
市
・
図
書
出
版
吾
主
唱
発
行
、
二

0
0
0年
。
の
ち
前
掲
「
後
漢
南
朝
に
お
け
る
皇
帝
の
郊
廟
親
祭
に
つ

い
て
」
と
と
も
に
『
中
国
古
代
皇
帝
祭
把
の
研
究
』
第
五
章
、
岩
波
書
店
、
二

O
O六
年
所
収
）
、
同
氏
「
漢
唐
間
に
お
け
る
皇
帝
祭
和
の
推
移
」
（
水

林
彪
・
金
子
修
一
・
渡
辺
節
夫
編
『
王
権
の
コ
ス
モ
ロ
ジ

l
』
弘
文
堂
、
一
九
九
八
年
。
の
ち
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
杷
』
第
四
章
、
汲
古
書
院
、
二

0
0
一
年
所
収
）
参
照
。

一
九
七
九
年
。
の
ち
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
第
E
部
第
四
章
、
岩
波
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一
九
九
九
年
。
の
ち
『
六
朝
政
治
社
会
史
研
究
』
第
二
編
第

4 



5 

渡
辺
信
一
郎
『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家
l

日
本
雅
楽
の
源
流
』
（
文
理
閥
、
二

O
一
三
年
）
参
照
。

拙
稿
「
劉
宋
孝
武
帝
の
礼
制
改
革
に
つ
い
て
I

建
康
中
心
の
天
下
観
と
の
関
連
か
ら
み
た
t

」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
三
六
号
、
二

O
O八

年
）
、
拙
稿
「
東
晋
南
朝
に
お
け
る
建
康
の
中
心
化
と
国
家
儀
礼
の
整
備
に
つ
い
て
」
（
『
七
隈
史
学
』
第
一
一
二
号
、
二

O
一
一
年
）
参
照
。

こ
こ
で
は
『
晋
書
割
注
』
に
「
案
ず
る
に
、
恭
・
安
嘗
に
安
・
恭
に
作
る
べ
し
。
（
案
、
恭
・
安
嘗
作
安
・
恭
。
）
」
と
あ
り
、
中
華
書
局
点
校
本
の

校
勘
記
で
も
「
順
序
を
以
て
言
へ
ば
、
『
恭
安
』
宜
し
く
『
安
恭
』
に
作
る
べ
し
。
（
以
順
序
言
、
「
恭
安
」
宜
作
「
安
恭
」
。
）
」
と
あ
る
の
で
そ
れ
に
従

λ
ノ。

6 8 

紀
年
は
『
資
治
通
鑑
』
巻
一

O
八
、
太
元
十
七
年
の
条
に
よ
る
。

漢
に
お
け
る
宗
廟
雅
楽
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
氏
「
前
漢
時
代
の
宗
廟
と
楽
制
ー

編
『
両
漢
儒
教
の
新
研
究
』
第
二
部
二
、
汲
古
書
院
、
二

O
O
八
年
。
の
ち
同
氏
註
（
5
）
著
書
第
一
部
第
三
章
所
収
）
参
照
。

拙
稿
「
東
晋
南
朝
に
お
け
る
伝
統
の
創
造
に
つ
い
て
i

楽
曲
編
成
を
中
心
と
し
て
み
た
l

」
（
『
東
方
学
』
第
一
二
二
輯
、
二

O
一

前
漢
の
郊
把
に
お
け
る
十
九
章
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
氏
「
音
の
帝
国
ー
前
漢
『
郊
把
歌
』
十
九
章
の
祭
杷
空
間
と
政
治
空
間
」
（
河
村
貞
枝
『
国
境
を

こ
え
る
「
公
共
性
」
の
比
較
史
的
研
究
』
第
I
部
、
平
成
十
四
年
度
1
平
成
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
B

（2
）
研
究
成
果
報
告
書
、

二
O
O六
年
。
の
ち
同
氏
註
（
5
）
著
書
第
一
部
第
二
章
所
収
）
参
照
。
後
漢
の
郊
把
に
つ
い
て
は
、
目
黒
杏
子
「
後
漢
郊
把
制
と
『
ニ
ル
始
故
事
』
」
（
『
九

州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
三
六
号
、
二

O
O
八
年
）
参
照
。

註
（
凶
）
拙
稿
参
照
。

門

i－t
ム

可
E
i

9 

『
安
世
房
中
歌
』
十
七
章
と
承
天
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ー
」
（
渡
辺
義
浩

11 10 

一
年
）
参
照
。

（ロ）（日）
（日）

（日）

金
子
氏
註
（
4
）
論
文
参
照
。

『
宋
書
』
巻
二

O
楽
志
こ
で
は
「
霜
成
」
に
作
る
が
、
『
南
斉
書
』
巻
一
一
楽
士
山
・
『
惰
書
』
巻
一
三
音
楽
志
上
に
し
た
が
い
「
霜
威
」
と
す
る
。

『
宋
書
』
巻
二

O
楽
志
こ
で
は
「
詔
夏
」
、
『
南
斉
書
』
巻
一
一
楽
志
・
『
惰
書
』
巻
一
三
音
楽
志
上
で
は
「
昭
夏
」
に
作
る
が
、
い
ま
劉
宋
孝
武
帝
の

雅
楽
改
革
を
基
点
と
す
る
立
場
か
ら
『
宋
書
』
巻
一
九
楽
志
一
に
し
た
が
い
「
時
昨
夏
」
と
す
る
。

『
宋
書
』
巻
二

O
楽
志
二
で
は
「
嘉
時
」
、
『
南
斉
書
』
巻
一
一
楽
志
で
は
「
永
一
昨
」
、
『
情
書
』
巻
三
二
音
楽
志
上
で
は
「
嘉
詐
」
に
作
る
が
、
い
ま

16 

東
晋
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て
｜
郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た
｜
（
戸
川
）



東
洋
史
論
集
四
二

劉
宋
孝
武
帝
の
雅
楽
改
革
を
基
点
と
す
る
立
場
か
ら
『
宋
書
』
巻
一
九
楽
志
一
に
し
た
が
い
「
永
安
」
と
す
る
。

（
打
）
『
宋
書
』
巻
二

O
楽
志
二
・
『
惰
書
』
巻
二
ニ
音
楽
志
上
で
は
「
昭
夏
」
に
作
る
が
、
い
ま
劉
宋
孝
武
帝
の
雅
楽
改
革
を
基
点
と
す
る
立
場
か
ら
『
宋

書
』
巻
一
九
楽
志
一
・
『
南
斉
書
』
巻
一
一
楽
志
に
し
た
が
い
「
埠
夏
」
と
す
る
。

（
問
）
『
宋
書
』
巻
二

O
楽
志
二
で
は
「
凱
容
」
に
作
る
が
、
い
ま
劉
宋
孝
武
帝
の
雅
楽
改
革
を
基
点
と
す
る
立
場
か
ら
『
宋
書
』
巻
一
九
楽
志
一
・
『
南
斉

書
』
巻
一
一
楽
志
に
し
た
が
い
「
凱
容
・
宣
烈
」
と
す
る
。

（
問
）
『
南
斉
書
』
巻
一
一
楽
志
で
は
「
凱
容
」
に
作
る
が
、
い
ま
劉
宋
孝
武
帝
の
雅
楽
改
革
を
基
点
と
す
る
立
場
か
ら
『
宋
書
』
巻
一
九
楽
志
一
に
し
た

が
い
「
凱
容
・
官
一
烈
」
と
す
る
。

20 

増
田
清
秀
「
清
商
曲
の
源
流
と
呉
歌
西
曲
の
伝
唱
」
（
『
大
阪
学
芸
大
学
紀
要
A
人
文
科
学
』
第
三
号
、

論
文
篇
第
六
章
、
創
文
社
、
一
九
七
五
年
所
収
）
参
照
。

（
幻
）
岸
辺
成
雄
『
唐
代
音
楽
の
歴
史
的
研
究
』
「
凡
例
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六

O
年
）
に
「
元
来
、
中
国
音
楽
は
古
今
を
通
じ
て
、
雅
楽
及
び
俗

楽
に
三
大
別
し
得
る
。
雅
楽
は
、
儒
教
の
礼
学
思
想
に
基
づ
い
て
郊
把
廟
祭
に
行
う
儀
式
音
楽
で
あ
り
、
俗
楽
は
、
宮
廷
宴
饗
の
際
の
大
楽
伎
よ
り
民

間
の
俗
歌
但
謡
に
至
る
芸
術
的
或
は
娯
楽
的
音
楽
の
一
切
を
云
う
。
両
者
は
全
く
別
種
の
音
楽
で
あ
っ
て
、
互
に
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
性
質
の
も

の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

（
幻
）
『
陪
書
』
巻
一
三
音
楽
士
山
上
で
は
「
嘉
昨
」
に
作
る
が
、
『
南
斉
書
』
巻
一
一
楽
志
に
し
た
が
い
、
「
永
昨
」
と
す
る
。

（
幻
）
『
惰
書
』
巻
二
二
音
楽
志
上
で
は
「
昭
夏
」
に
作
る
が
、
『
南
斉
書
』
巻
一
一
楽
志
に
し
た
が
い
「
障
夏
」
と
す
る
。

（
但
）
『
惰
書
』
巻
二
ニ
音
楽
志
上
に
よ
れ
ば
、
「
雅
」
の
字
は
「
詩
の
序
を
取
り
て
云
は
く
、
天
下
の
事
を
言
ひ
、
四
方
の
風
を
形
す
。
之
を
雅
と
謂
ふ
。

雅
と
は
、
正
な
り
。
（
取
詩
序
云
、
言
天
下
之
事
、
形
四
方
之
風
。
謂
之
雅
。
雅
者
、
正
也
。
ご
と
あ
る
の
に
因
ん
で
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

註
（
叩
）
拙
稿
参
照
。

西
嶋
定
生
「
漢
代
に
お
け
る
即
位
儀
礼
ー
と
く
に
帝
位
継
承
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
’
」
（
『
榎
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
山
川
出
版
社
、

一
九
五
四
年
。
の
ち
『
楽
府
の
歴
史
的
研
究
』

-ll8-
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九
七
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五
年
。
の
ち
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
第
一
篇
第
三
章
、
東
京
大
学
出
版
社
、

金
子
氏
「
中
国
ー
郊
把
と
宗
廟
と
明
堂
及
び
封
禅
」
（
井
上
光
貞
他
編
『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』
第
九
巻
、
学
生
社
、

二
年
。
の
ち
註
（
4
）
に
掲
げ
た
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
杷
』
第
三
章
所
収
）
、
同
氏
「
漢
代
に
お
け
る
郊
把
・
宗
廟
制
度
の
形
成
と
そ
の
運
用
」
（
の

ち
註
（
4
）
に
掲
げ
た
『
中
国
古
代
皇
帝
祭
把
の
研
究
』
第
四
章
所
収
）
参
照
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
梁
武
帝
が
札
制
改
革
を
通
じ
帝
権
強
化
を
は
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
林
聡
「
梁
の
武
帝
に
よ
る
礼
制
改
革
の
特
質
ー

天
監
年
間
に
お
け
る
国
家
祭
把
の
改
革
を
中
心
に
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
第
九
三
号
、
二

O
O
五
年
）
、
同
氏
「
泰
始
礼
制
か
ら
天
監
札
制
へ
」
（
『
唐

代
史
研
究
』
第
八
号
、
二

O
O五
年
）
参
照
。

拙
稿
「
劉
宋
孝
武
帝
の
戸
籍
制
度
改
革
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
文
化
』
第
五
八
巻
第
三
号
、
二

O
O七
年
）
参
照
。

拙
稿
「
東
晋
南
朝
に
お
け
る
天
下
観
に
つ
い
て
l

王
畿
、
神
州
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
l

」
（
『
六
朝
学
術
学
会
報
』
第
一

O
集
、
ニ

O
O九
年
）
参
照
。

こ
の
「
和
」
と
い
う
の
は
、
祖
孝
孫
に
よ
れ
ば
『
礼
記
』
楽
記
に
、
「
大
端
末
と
天
地
と
和
を
同
じ
く
す
。
（
大
柴
輿
天
地
同
和
。
）
」
と
あ
る
音
楽
と
天

地
の
和
合
作
用
を
述
べ
た
記
事
に
ち
な
む
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
『
大
唐
開
元
礼
』
巻
四
皇
帝
冬
至
杷
円
丘
に
は
、
実
玉
南
の
条
に
予
和
・
太
和
・

粛
和
、
進
熟
の
条
に
薙
和
・
寿
和
・
箭
和
・
予
和
、
饗
駕
還
宮
の
条
に
太
和
の
歌
曲
名
が
み
ら
れ
る
。
『
大
唐
開
元
礼
』
巻
一

O
皇
帝
季
秋
大
享
於
明

堂
に
よ
れ
ば
、
明
堂
の
と
き
に
演
奏
さ
れ
る
音
楽
は
円
丘
と
同
じ
で
あ
る
。
『
大
唐
開
元
礼
』
巻
二
九
皇
帝
夏
至
祭
方
丘
で
は
、
予
和
が
順
和
で
あ
る

以
外
、
円
丘
と
同
じ
歌
曲
を
演
奏
す
る
こ
と
が
一
記
さ
れ
て
い
る
。
『
大
唐
開
元
礼
』
巻
三
七
皇
帝
時
享
於
太
廟
に
は
、
長
幌
の
条
に
永
和
・
太
和
・
粛

和
、
韻
食
の
条
に
弗
和
・
寿
和
・
箭
和
・
永
和
、
饗
駕
還
宮
の
条
に
太
和
の
歌
曲
名
が
み
ら
れ
る
。

渡
辺
氏
「
雅
楽
の
来
た
道
l

遣
唐
使
と
音
楽
l

」
（
『
専
修
大
学
東
ア
ジ
ア
世
界
史
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
二
号
、
二

O
O九
年
。
の
ち
同
氏
註
（
5
）

著
書
第
三
部
第
二
章
所
収
）
参
照
。
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一
九
八
三
年
所
収
）
参
照
。

一
九
八

28 （却）
（叩）

（
出
）
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藤
田
幽
谷
は
東
湖
の
父
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
原
文
は
「
幽
谷
先
生
遺
稿
」
論
（
菊
池
謙
二
郎
編
『
幽
谷
全
集
』
吉
田
繭
平
、

下
し
は
今
井
宇
三
郎
・
瀬
谷
義
彦
・
尾
藤
正
英
『
水
戸
学
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
に
拠
る
。

一
九
三
五
年
）
、
書
き

東
晋
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て
｜
郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た
｜
（
戸
川
）




